
(3)

委
員
会
別
の
成
立
し
た
法
律
・
条
約
等
の
要
旨
及
び
本
会
議
に
お
け
る
委
員
長
報
告
（
議
案
審
議
表
付
）

○
内
閣
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

（
衆
）
は
提
出
時
の
先
議
院

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

1
0
8
国
会

　
3
0

防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

（
衆
）

六
二
、
二
、
一
三

六
二
、
八
、
三
一

継
　
続
　
審
　
査

六
二
、
七
、
六

六
二
、
八
、
二
七

可
　
　
決

六
二
、
八
、
二
八

可
　
　
決

百
八
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続

百
九
回
国
会

　
　
　
　
　
六
二
、
七
、
三
〇

　
衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
　
　
　
八
、
三
一

　
参
本
会
議
趣
旨
説
明

1
0
8
国
会

　
3
1

防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

二
、
一
三

八
、
三
一 
 
　

継
　
続
　
審
　
査　
　
　
　
　

七
、
六

　
　
八
、
二
七

修
　
　
正

　
　
八
、
二
八

修
　
　
正

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

９

被
抑
留
者
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律
案

角
屋
堅
次
郎
君

外
　
四
　
名

　
　
（
六
二
、
八
、
二
八
）

六
二
、
九
、
四

六
二
、
九
、
四

　
　
（
予
）

六
二
、
九
、
四

未
　
　
　
　
　
　
　
了

11

台
湾
住
民
で
あ
る
戦
没
者
の
遺
族
等
に

対
す
る
弔
慰
金
等
に
関
す
る
法
律
案

内
閣
委
員
長

　
　
　
（
九
、
一
〇
）

九
、
一
〇

六
二
、
九
、
一
〇

九
、
一
〇

（
予
）

六
二
、
九
、
一
八

可
　
　
決

　
六
二
、
九
、
一
八

可
　
　
決　
　
　
六
二
、
九
、
一
〇

可
　
　
決



台
湾
住
民
で
あ
る
戦
没
者
の
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰
金
等
に
関
す
る
法

律
案
（
衆
第
一
一
号
）

要
旨

　
　
本
案
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
こ
の
法
律
の
趣
旨

　
　
　
こ
の
法
律
は
、
人
道
的
精
神
に
基
づ
き
、
台
湾
住
民
で
あ
る
戦

　
　
没
者
の
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰
金
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

　
　
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
二
、
弔
慰
金
ま
た
は
見
舞
金

（一）

政
府
は
、
台
湾
住
民
で
あ
る
日
本
の
旧
軍
人
も
し
く
は
旧
軍

属
で
あ
つ
た
戦
没
者
等
の
遺
族
ま
た
は
台
湾
住
民
で
あ
る
日
本

の
旧
軍
人
も
し
く
は
旧
軍
属
で
あ
つ
た
戦
傷
病
者
で
著
し
く
重

度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の
も
し
く
は
そ
の
遺
族
に
対
す
る

弔
慰
金
ま
た
は
見
舞
金
を
支
給
す
る
た
め
、
昭
和
六
十
三
年
度

か
ら
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（二）

（
一
）
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と

　
　
す
る
こ
と
。

三
、
二
（
一
）
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ
た
措
置
に
基
づ
き
、
日
本
赤
十
字
社
は
、

　
　
台
湾
に
あ
る
救
護
及
び
社
会
奉
仕
を
業
務
と
す
る
機
関
を
通
じ
て

　
　
二
（
一
）
の
弔
慰
金
ま
た
は
見
舞
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
四
、
弔
慰
金
及
び
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
取
り
決
め

　
　
　
日
本
赤
十
字
社
は
、
三
に
規
定
す
る
機
関
と
二
（
一
）
の
弔
慰
金
及
び

　
　
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
取
り
決
め
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
五
、
施
行
期
日

　
　
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
内
閣
委
員

　
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
内
閣
委
員
長
提
出
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま

　
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
人
道
的
精
神
に
基
づ
き
、
台
湾
住
民
で
あ
る

　
日
本
の
旧
軍
人
も
し
く
は
旧
軍
属
で
あ
つ
た
戦
没
者
等
の
遺
族
及
び

　
戦
傷
病
者
で
著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
に
対
す
る
弔
慰

　
金
ま
た
は
見
舞
金
を
支
給
す
る
た
め
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
で
き

　
る
だ
け
速
や
か
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
、
そ

　
の
講
ぜ
ら
れ
た
措
置
に
基
づ
き
、
日
本
赤
十
字
社
は
、
台
湾
に
あ
る

　
救
護
及
び
社
会
奉
仕
を
業
務
と
す
る
機
関
を
通
じ
て
弔
慰
金
ま
た
は

　
見
舞
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。



　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
質
疑
、
討
論
も
な
く
採
決
の
結
果
、

本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
律
案
を
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
た
後
、
各
派
共
同
提
案
に
な
る
次
の
決
議
を
行
い
ま

し
た
。

　
　
　
台
湾
住
民
で
あ
る
戦
没
者
の
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰
金
等
に

　
　
　
関
す
る
決
議

　
政
府
は
、
「
台
湾
住
民
で
あ
る
戦
没
者
の
遺
族
等
に
対
す
る
弔
慰

金
等
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
場
合
、
同
法
の
実
施
に
当
た

つ
て
は
、
千
九
百
七
十
二
年
九
月
二
十
九
日
に
発
出
さ
れ
た
日
本
国

政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
共
同
声
明
及
び
千
九
百
七
十
八
年

八
月
十
二
日
に
北
京
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と

の
間
の
平
和
友
好
条
約
に
あ
る
諸
原
則
を
遵
守
し
、
精
神
を
尊
重
す

べ
き
で
あ
る
。
特
に
同
共
同
声
明
第
二
項
（
日
本
国
政
府
は
、
中
華

人
民
共
和
国
政
府
が
中
国
の
唯
一
の
合
法
政
府
で
あ
る
こ
と
を
承
認

す
る
。
）
及
び
第
三
項
（
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
台
湾
が
中
華
人

民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
表
明
す

る
。
日
本
国
政
府
は
、
こ
の
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
立
場
を
十
分

理
解
し
、
尊
重
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
項
に
基
づ
く
立
場
を
堅
持

す
る
。
）
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
日
本
国
政
府
の
立
場
を
堅
持
す
べ
き

で
あ
る
。

　
右
決
議
す
る
。

　
以
上
、
申
し
添
え
ま
す
。




